
令和６年度串間市下水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和６年度串間市下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１） 年間処理水量 ３１２，９６７㎥ 

（２） 一日平均処理水量 ８５７㎥ 

（３） 主要な建設改良事業  

  単独事業（公共下水道事業） ３，９０１千円 

   

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収      入 

第１款 下水道事業収益  １５４，９４９千円 

 第１項 営業収益  ４８，１５１千円 

 第２項 営業外収益  １０６，７９８千円 

   

支      出 

第１款 下水道事業費用  １５４，９４９千円 

 第１項 営業費用  １４２，５６２千円 

 第２項 営業外費用  １１，３８７千円 

 第３項 特別損失  １，０００千円 

 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額３１，０３０千円は、当年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額３５５千円、引継金４，３００千円、当年度分損益勘定留保資金２

６，３７５千円で補填するものとする。）。 

 

収      入 

第１款 資本的収入  ３８，１３３千円 

 第１項 他会計出資金  ３８，１３３千円 

   

支      出 

第１款 資本的支出  ６９，１６３千円 

 第１項 建設改良費  ３，９０１千円 

 第２項 企業債償還金  ６５，２６２千円 



（特例的収入及び支出） 

第４条の２ 地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により当該事業年度に属す

る債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ３，９５７千

円及び１５，８０７千円である。 

 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと

定める。 

(１) 営業費用と営業外費用       ２，０００千円 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。 

(１) 職員給与費           １７，０５９千円 

 

（他会計からの補助金） 

第８条 下水道事業の経営の安定を図るため一般会計からこの会計へ補助を受ける

金額は１０３，１２６千円である。 

 


